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ナチズムの長い影
―1945年以降のドイツにおける過去をめぐる政治と記憶の文化 *

ラインハルト・リュールップ
西山暁義訳

ドイツの政治と社会におけるナチズムの過去との取り組みはまさに模範的である
―近年外国の観察者たちは、よくこのように言います。実際、ドイツにおいて、ナチズ
ムの犯罪、その加害者と被害者の歴史は、きわめて精力的に、かつ高い学問的水準にお
いて研究されています。一般に教科書は正確な情報を提供しており、同時にナチ時代
についての明確かつ規範的な叙述において際だっています。ラジオやテレビの番組、
映画や文学、展示や博物館、講演や討論においても、ナチズムと第二次世界大戦の歴史
は、あらゆる側面から、そしてまたたえず新たに起こる論争とともに、公共の場で議論
されています。そしてこれらすべての努力には、関心を持った注意深い聴衆が存在し
ます。連邦、州、そして市町村のレベルにおける公的な政策もまた、ナチズムの過去に
対する注目すべき感受性によって際だっています 1。

とくに注目に値するのは、ナチズムの犠牲者の記憶、さらには加害者の記憶のため
の記念碑と記念施設の数が、絶えず増加しているという事実です。ドイツでは今日、こ
うした記念、慰霊、学習の場は、ブーヘンヴァルト、ダッハウ、ザクセンハウゼンといっ
た大規模な強制収容所記念施設から、市民の名誉職的な活動によって支えられている
自治体の施設や、都市の園芸課や公安局の管轄下にある小さな記念碑施設にいたるま
で、2000を優に超える数が存在します 2。この公共の記憶の場所の、まさに「インフレー
ション」とでも呼ぶべき現象に対しては、懸念の声も時折聞かれますが、しかしここで
思い出すべきは、それは戦没者慰霊碑と比べれば、取るに足らない数だということで
す。この戦没者慰霊碑はどんなに小さな自治体にも存在し、それによって第二次世界
大戦まで、19世紀のいわゆる「国民統一戦争」における戦死者が記憶されてきました。
そして数年前には、ハノーファーのような大都市には、少なくとも300以上の戦没者慰
霊碑の存在が確認されています 3。さらに言えば、ブーヘンヴァルトの解放記念碑を例
外として、ナチズムのテロの犠牲者のための記念碑には、かつてのプロイセンの各州に
存在した皇帝ヴィルヘルム記念碑や、それ以上に数の多いビスマルク柱やビスマルク
塔の場合のように、周囲の景観を支配するようなものはありません。

さて、現状の総括が喜ばしいものである一方、1945年直後の20～30年間を振り返
ると、幻滅、あるいはしばしば愕然とさせられることになります。3つの西側占領地区、
そして旧連邦共和国において、ナチズムの歴史の批判的な見直しへの関心は、70年代
に入ってもなお、紛れもなく小さなものでした。国民の大多数は空襲の夜や逃避行の際
の、捕虜としての、あるいは戦後直後の「飢餓の時代」に受けた自分達の苦難にのみ関
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心を向けていました。社会的な雰囲気を規定していたのは、強制収容所の生存者や、政
治的、あるい軍部の抵抗運動の関係者たち、あるいは亡命から帰還した数少ない者たち
ではなく、多くのかつてナチス党員だった者たちや、当時いわゆる「同調者Mitläufer」
だった人たちでした。1948年10月には、ある西側地区での世論調査の結果、ドイツ人
の57％はいまだに、ナチズムは「よい考え」であるが、「実行の仕方がよくなかった」、
と考えていることが明らかになりました 4。ナチ体制の不法で犯罪的な性格は、たしか
にもはや否定することはできませんでしたが、その一方で、ドイツ国民の大半はただ欺
されただけなのだ、という主張は堅持されていました。そのため、罪責を認めることは
困難を伴うものでした。そこでは、「集団の罪」テーゼに対する反発だけではなく、ナチ
独裁の犠牲者としてのドイツ人という定式化においても、人々は一致していたのです。

ドイツ連邦議会においても、長期間にわたりナチズムの過去をめぐって根本的な議
論が行われたことは全くありませんでした。戦争犯罪人として有罪判決を受けた国防
軍指導者の釈放の要求、中小のナチス幹部の職業上の再統合の要求、ドイツの戦争被
害者の適切な生活保障や故郷を追われたドイツ人に対する「損失補償」の要求、こうし
た要求は議会においても容易に大多数の支持を得ることができるものでした。これに
対し、1952年以降、生き残ったドイツのユダヤ人やイスラエル国家に対して支払われた
「賠償」の履行については、ことはそれほど簡単ではありませんでした。それは、連邦首
相アデナウアーが、野党である社会民主党の助けを得ることによって、ようやく実現に
こぎつけることができたのです。他の犠牲者のグループや、ドイツ人によって他国で行
われた破壊については、ほぼ完全と言っていいほど無視されていました 5。こうした犠
牲者の存在や破壊について語られる場合、国民の大多数は他者の苦難に対して、身の
回りの人間の死や捕虜の境遇、空襲の夜や追放の恐怖といった、自分達の苦難を持ち出
すことで相殺しようとしました。

アデナウアー政権下の外務省において、かつてのナチ党の党員であった外交官の
数は、同省に1939年当時存在した活動的なナチ党員の数よりも多いものでした。そして
同じことは、1939年の裁判官と、初期連邦共和国の裁判官の対比についても言えます 6。
ノルベルト・フライが、アデナウアー時代の「過去をめぐる政治」と名付けたものが第一
に貢献したのは、ナチ体制の犠牲者の待遇改善ではなく、占領国による政治的「浄化」
や非ナチ化措置、裁判によって職業上の地位を失っていた、かつての国民社会主義者た
ちの生活を物質的に保障するとともに、政治的にも統合することでした。たしかに規範
的なレベルでは、初期の連邦共和国において、ナチズムと反ユダヤ主義に対し明確に一
線が画されていました。しかし現実には、この境界は絶えず曖昧になるのが支配的な
状況でした。1950年代半ばには、ほとんど誰も、自身のナチの過去を司法や国家によっ
て追及されるのではないか、という不安をもつ心配はなくなっていたのです。

このような状況の下、ナチの歴史の重要な場所を保存し、記念施設を新たに作るこ
とについても大きな関心はありませんでした。ベルゲン・ベルゼンやダッハウといった、
かつての強制収容所に設置された記念施設においてさえ、西ドイツの政治と社会に
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とっては積極的な記憶の政治への明確な信条告白というよりは、煩わしい義務の遂行と
いったものでした。そして、1944年7月20日、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク
やルードヴィヒ・ベックらが命を落とした、ベルリンの「ベンドラー・ブロック」の中庭
に1953年落成した記念施設も、奇妙なまでに慎ましやかなものでした。それに対し、ゲ
シュタポ本部や国家保安本部、民族法廷所在地、ヴァンゼー会議の建物、病人や障害者
に対する殺害の指令が発せられた「T4作戦」の本部、あるいはユダヤ人移送の出発地と
なった集結地や駅など、ナチズムのテロの重要な場所は、1980年代から90年代になる
まで、全くと言ってよいほど注目されることはありませんでした。根本的な政治的立場
や政治綱領としての反ファシズムは、比較的小規模の少数派の関心事に過ぎなかった
のです。圧倒的多数の人々は、成功を目指す民主的な社会は眼差しを前に向けるべき
であり、過去を振り返る必要はないと確信していました。それゆえにまた、ナチの時代
についていい加減終止符を打つべきだ、という要求が、繰り返し出されることになった
のです。広範な世論に対する、できる限り包括的な啓蒙を目的とするような歴史政策
は、この時期については当てはまりません。

これに対し、反ファシズムが当初からきわめて重要な役割を果たしたのが、ソ連占
領地区（SBZ）と後の東ドイツ（ドイツ民主共和国）においてでした 7。そこでは、西側
においてよりも「第三帝国」からの制度的、人的連続性がはるかに明確に切断されるこ
とになり、社会の「非ナチ化」に結びついた変化は、新しい、ソ連の共産主義をモデルと
する政治的、社会的秩序の建設のために利用されました。「ファシズムの犠牲者」は、同
時に「ファシズムに対する闘士」である場合には、あからさまに表彰され、早くも1950
年代半ばには、東ドイツ政府は「国民的記憶施設建設機関」を設置していました。こう
した「国民的慰霊・記念施設」は、すでに1958年にはブーヘンヴァルトに、1959年には
ラーフェンスブルック、そして1961年にはザクセンハウゼンに開設されることになりま
す。これは一方に再建された強制収容所建築を、他方にフリッツ・クレーマー、ヴァル
デマール・ジメック、あるいはヴィリ・ランメルトといった東ドイツの指導的な芸術家に
よって製作された巨大な記念碑施設を配置した、巨大な複合建造物でした。それによっ
てナチスの歴史の痕跡が確保され、歴史的な場所が可視化されることになりました。た
だし、それは社会主義統一党（SED）のイデオロギーの意味において、作り直されたも
のでもありました。さらに1960年5月には、ベルリンで「ノイエ・ヴァッヘ」が、代表的
な「ファシズムと軍国主義の犠牲者のための慰霊施設」として落成することになります。

旧連邦共和国では、再統一にいたるまで、その主張と財政的支出において、これら
の記念施設に若干でも比較可能なものは何も存在しませんでした。他方で見過ごすこ
とができないのは、東ドイツの反ファシズム的記憶政策は、冷戦下、アメリカ合衆国、
そして「ファシズム」的と称された連邦共和国に対して、まさに思いのままに政治的に
利用されていくことになったということです。警戒すべき「ファシズムの危機」は何より
も現在において、資本主義的な西側に存在すると考えられていました。そしてまた、こ
の記憶の政治では、政治的理由によって強制収容所に収容された囚人グループの「赤い
三角バッジ」が無制限に幅を利かせる一方、非共産主義者の囚人グループは―ユダヤ人
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から社会民主党員、キリスト教徒から同性愛者にいたるまで―1980年代までまったく
と言ってよいほど、表舞台に現れることがなかったのです。このような状況の下、「下
からの」イニシアチブにとって活動の余地は存在せず、東ドイツの専門科学（歴史学）が
影響力を行使する可能性もごくわずかでした。東ドイツの反ファシズムとは政治の管
轄事項であり、それは最高レベルにおいて決定されるものでした。ナチズムの記憶は、
「国民的慰霊・記念施設」の個々の展示板の文言にいたるまで、集権的に統制されてい
ました。ようやく80年代の末になって始まった議論において、迫害と抵抗のニュアン
スに富んだ叙述が求められ、集権的な前提が慎重に批判されるようになりました。

東ドイツの記憶政策は、その基本的性格において1989/90年まで変わることはあり
ませんでしたが、旧連邦共和国では物事は当初ゆっくりと、そして次第に急速に変化し
ていくことになります。50年代末以降、ナチスの大量殺戮犯罪に対する大規模な裁判
はますます世論の注目を集めるようになりました。まずは「（親衛隊）特別行動部隊」の
メンバーに対する裁判が1958年ウルムで始まり、1961年にはイェルサレムでアイヒマ
ン裁判が、そして1963年末にはフランクフルト・アム・マインでのアウシュヴィッツ裁
判が、それぞれ開始されました 8。60年代半ばからは、学生運動が彼らの大学の教員や
親たちのナチ時代の過去について、「ガウンの下には千年のカビ」などの機知に富んだ
挑発や、ときには視野の狭いファナティズムで、騒動を引き起こしました 9。1933年に
若き左派社会主義者としてノルウェーに逃れ、そこから反ナチ闘争に加わったヴィ
リー・ブラントの首相就任は、政治的な気候変動を導くことになります。1970年12月、
ワルシャワ・ゲットーの蜂起記念碑の前でブラントが跪いたことは、ナチズムに対する
ドイツの政治の関係が変化したことを世界に示す象徴となりました。この新しい関係に
とって、今や犠牲者との共感、国民的な罪責の認容、そして道徳的、政治的責任を引き
受けることが決定的なものとなりました。しかし、そこには依然として、80年代のナチ
ズムとの過去との取り組みにおいて特徴的なものとなる、社会的な原動力が欠けていま
した。歴史家であり、影響力のある資料蒐集家でもあったヨーゼフ・ヴルフは、ヴァン
ゼー会議の建物をナチズムの犯罪と反ユダヤ主義の研究センターの1つにしようと粘り
強く試みましたが、1972年には失敗に終わりました。その後さらに20年の間、この歴史
的建物はベルリン・ノイケルン地区用の林間学校寮として使われることになります 10。

1980年代初期から、ナチズムの過去との批判的取り組みは、急速に増加する、政治
に積極的にかかわる市民たちの関心事になっていきます。多くの者にとって、アメリカ
のテレビシリーズ『ホロコースト』がそのきっかけでした。このドラマのドイツ語版は
1979年に放映され、まさに圧倒的な成功を収めました 11。また他の者たちは、1982年
にコール首相によって明言された内政面の「転換」が、ナチズムの矮小化と排除という
形で、ドイツ史の廃棄物処理を目的とするのではないか、という懸念を持っていまし
た。ナチズムとその犯罪は、なによりもまずロシアにおけるボリシェヴィキ革命と内戦
における犯罪、スターリンのテロへの対応であったのだ、というエルンスト・ノルテの
テーゼによって引き起こされた、1986/87年のいわゆる「歴史家論争」も、この文脈に属
しています 12。当時の連邦共和国の世論には、ナチズムの過去はあまりに長い間排除
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されており、今や長らく怠ってきたことを取り返すべき時期が来たという、広範なコン
センサスが形成されていました。その際何度も引用されたのが、ラルフ・ジョルダーノ
の著作のタイトルであった「第二の罪」であり、そこではナチズムの遺産の批判的な見
直しにおけるドイツ人の長年の無力さが厳しく批判されました 13。

さらなる発展にとって大きな意味を持つことになったのは、この頃になって連邦共
和国においても、スウェーデンやイギリスからはじまった新しい「歴史運動」が地歩を
固めるようになったことです。この運動は、新しい種類の「歴史工房」だけでなく、他の
多くの教会や労働組合、都市、自治体におけるイニシアチブによっても支えられていま
した 14。これらすべてのイニシアチブに共通していたのは、歴史との取り組みを、大学
や学校、行政にいるその職業上の担当者に任せるつもりはない、ということでした。つ
まりそれは、歴史とは歴史家に委ねるにはあまりに重大である、という確信をもった、
草の根民主主義的な運動でした。それに代わるものとして主張されたのは、歴史を「下
から」営むこと、歴史の痕跡を自分自身の生活や、経験の領域において確保していくこ
と、そして一見乗り越えられないように思われる、歴史書に書かれた「大きな歴史」と日
常生活の間を橋渡しするということでした。それゆえ、突然「小さき民」の歴史や歴史
的な出来事の場所に関心が向けられるようになりました。連邦共和国において、そのよ
うなイニシアチブの具体的なプロジェクトが、大部分ナチズムの時代にかかわるもので
あったということは、自然なことであるように思われました。まさに地域のレベルにお
いてきわめて多くの出来事が排除され、最終的に忘却されてしまっていたからこそ、注
目を集める発見が可能だったのであり、歴史に対する新しい批判的なアプローチがそ
の独自の能力を証明することができたのです。

依然として残っていたユダヤ人の生活の証となる建築物は、今や保存されるよう
になり、地域における「アーリア化の推移」が目に見えるものとなりました。ユダヤ人移
送の場所には標識が付けられ、さらにまた強制収容所の外部収容所や収容所支部も再
発見されました。たいていの場合荒れるに任せられ、ほとんどその存在が認識できな
かったソ連兵捕虜の墓地も、整備されて立ち入り可能となり、加害者の場所も、ゲシュ
タポの場所から特別法廷、政治監獄にいたるまで確定されました。ユダヤ人の迫害と
殺害、そしてまたそれぞれの地域のユダヤ人の歴史にかんする取り組みにとって、1938
年11月の反ユダヤ暴動の50周年は1つの転換点となりました。この年には、ほとんど
数え切れないほどの活動が行われ、その成果は展示や出版物、建物の再建、記念碑の建
立、記念銘板の設置や街路や広場の新しい命名となって現れました。ただし、ここでは
問題はもはやユダヤ人のことだけではありませんでした。このころになると、注目はそ
れまで軽視されてきた犠牲者のグループ、いわゆる「忘れられた犠牲者たち」にも向け
られるようになりました。すなわち強制断種の犠牲者や安楽死殺害の犠牲者、同性愛
者、シンティ・ロマ、エホバの証人の信者たち、ドイツ軍事法廷の犠牲者たち、そして何
よりもソ連の戦争捕虜や多くの国から拉致された強制労働者たちのことです。

こうして1980年代までに連邦共和国にはある記憶の景観が成立しました。それは
ナチズムの歴史のいわゆる「真正な」場所に沿ったものであり、それゆえその構造にお
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いて必然的に地域的に分散したものとなりました。この記憶の景観はその成立の大部
分を市民のイニシアチブに負っていましたが、それはまた、新しい、民主主義的な歴史
との取り組みの表現でもありました。ただし、その際見過ごしてはならないのは、市民
のイニシアチブはたしかに企画を展開し、成果の大きな動員キャンペーンを始めること
はできましたが、それぞれ必要な資金はほとんど常に、連邦、州、市町村の議会や政府、
行政によって調達されたものであったということです 15。

さらに付け加えると、新しい記憶の文化は、文書以外の史料や叙述形態が、これま
でよりもはるかに大きな役割を果たすということによっても特徴付けられていました。
保存された建築物、道路、門、壁、さらに廃墟もまた、失われた歴史が再び目に見えるよ
うにするために利用されました。図像史料、とくに写真は通常、文書史料よりも優先さ
れることになりました。その証言価値はきわめて高く、しばしばあまりに高く評価され
ました。ここである意味新たに発見されたのは、歴史に対する伝記的なアプローチでも
ありました。ナチズムに迫害された者や敵対者として歴史を体験し、苦難を被った「時
代の証言者」たちは、それまで長く無視されてきたわけですが、彼らには新たに高い評
価が与えられることになったのです。驚くべきことに、芸術という手段を使っての記憶
の作業にも、新たに注目と支持が集まるようになりました。それは簡素な記念銘板か
ら、部分的には比喩的でありまた抽象的な記念碑の構想、さらには大規模な記念碑や広
大な記念施設の実現にまで及ぶものでした。

東ドイツの終焉と連邦共和国の新しいドイツ国民国家への変容は、ナチズムの見直
しに対する世論の関心を急速に沈滞させるのではないかという、当時広まっていた懸念
は、幸いにもすぐに根拠のないものであることが明らかとなりました。ただし東ドイツ
とともに、社会主義統一党によって作り出された、反ファシズムの記憶の文化もまた終
焉を迎えました。「国民的慰霊・記念施設」はこれまでのような形では引き継いでいくこ
とは不可能であるということは、長々とした根拠を必要とはしませんでした。展示や情
報資料における社会主義統一党の歴史叙述の一面性は、排除されなければなりません
でした。より困難であったのは、記念施設の芸術様式、とくに巨大な記念碑施設をどう
すべきか、という問題でした。というのも、それらもまた、1989/90年まで公式の歴史イ
メージを表象してきたからです。この点については、結局ある一定の歴史化の形態が取
られることになりました。つまり、施設はそれぞれの場所の歴史の本質的な構成要素と
して、東ドイツの過去を証言するものとして保存されるが、その成立と機能については、
展示や対応する出版物によって批判的にコメントが付けられるというものでした 16。

これとは別に、容易に解決できない問題とされたのは、ブーヘンヴァルトとザクセ
ンハウゼンの強制収容所記念施設についてでした。両者の場合、強制収容所の建物は
1945年以降ソ連の「特別収容所」として利用され、そこにはかつてのナチスの幹部、さ
らにしばらくして社会民主党や他の共産主義体制への敵対者が相当数、非人間的な環
境の下で収容されることになりました。東ドイツ時代に実践されていたように、1945年
以降の収容所の歴史を完全に消去したり、否定するようなことはもはや続けられない、
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ということは明らかでした。他方で、収容所をめぐる2つの歴史を政治的に同列化する
かのような印象も、避けねばなりませんでした。ともに全体主義的な独裁ではあるが、
それによって行われた犯罪の次元において大きく異なることが明らかである2つの政治
システムの相違は、こうした同列化に対する反論の材料を提供するものでした。結局、
部分的に議論の余地が残るものではありましたが、解決策として、両方の記念施設にお
いて（ナチ時代の）強制収容所の歴史に明確により大きな力点が置かれつつ、同時に
「特別収容所」の歴史の描写にもスペースが作られることになりました 17。

しかし、統一ドイツにおける記念施設政策にとって、かつての「国民的慰霊・記念
施設」はそれ以上に決定的な意味を持つものでした。というのも、それがただ存在する
ということだけで、そうでなければ想像することすら難かったであろう発展が引き起こ
されたからです。ここで想起されなければならないのは、旧連邦共和国の強制収容所
の記念施設は連邦ではなく、州の管轄に属していた、ということです。それは文化政策
の領域に分類され、文化は基本法の規定により、州の管轄事項でしたし、現在でもまた
そうです。しかし「国民的慰霊・記念施設」の規模の大きさに直面して、当初から明らか
であったのは、新しい（そして貧しい）州であるブランデンブルクやテューリンゲンは、
そのための財政支出によって過剰負担を強いられるであろうということでした。他方、
これらの記念施設では、地域の歴史ではなく、国民の歴史が問題になるということは争
う余地のないことであったので、連邦政府は90年代初め、記念施設に対する共同責任
を負い、予算の50パーセントまでを負担することを決定しました。その後すぐに、かつ
ての（第三）帝国の首都ベルリンの関連施設―ドイツ抵抗運動記念施設、ヴァンゼー会
議記念館、そして「テロのトポグラフィー財団」―についても、対応する形で調整が行わ
れ、合意がなされました。

このことは、それまで存在しなかった国民的な記念施設政策が始まったことを意
味していました。それによって開始された方策は1990年代の経過のなかで、ドイツ連
邦議会の強力な支援と連邦州の支持とともに一貫して追求されました。文化・メディア
担当大臣によって作成された「記念施設構想」は、1999年12月連邦政府と連邦議会の
同意を得、それによって連邦は記念施設の助成を継続し、それまで存在していた助成の
ための期限設定を廃止することが義務づけられました 18。目下、2007年春以降、ベル
リンではこの「記念施設構想」の更新が準備され、議論されています。そこでは、すで
に提出されているナチ時代の過去にかんする諸計画とともに、共産主義独裁の記憶に
もより大きな注目が向けられています 19。

このように、旧東ドイツ地域の新連邦州では記憶の文化の変化は根底的であった
のに対し、旧連邦共和国の領域では1990年以降、ほとんど変化はみられませんでした。
すでに言及したとおり、多くの知識人や何人かの政治家、そして数多くの外国の観察者
が懸念していた、ドイツの政治が歴史的重荷からの解放を求めるような国民的自己理
解へと展開することは、現実のものとはなりませんでした。ナチズムに向けられた記憶
の文化にとって、ドイツ統一はむしろ新しい、強力な推進力を意味していたのです。記
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念碑や記念施設の数は1990年代絶えず増加し、この分野での持続的な作業に関心を寄
せる人々の輪は、さらに拡大していきました。1995年には再び多くの観察者たちが、ド
イツにおける終戦50周年の大規模な祭典は、同時に第二次世界大戦とナチ体制に対す
る公共の取り組みが終了することを意味するのではないかと考えました。この懸念も
また、現実のものとはなりませんでした。ドイツの政治とメディアはむしろはっきりと、
再統一されたドイツはナチの過去の重荷を二重に意識している、という印象を国内外に
伝えることに力を注ぎました。ナチ時代の記憶は、政治の現実的な課題から注意をそら
すという望ましからざるものではなく、むしろ必要不可欠な警告であり、リベラルで民
主的な法治国家の意味において最良の動員力を持つものであると考えられたのです。
1933年から1945年の間の政治秩序の倒錯やあらゆる人権、市民権の無視、ユダヤ人、
非ユダヤ人の何百万人もの人々に対して行われた人種主義的な殺害にかんする知識は、
多くの人々にとって、つねに自らの民主的でリベラルな根本的な信念を公に表明するた
めの、最も重要な基盤の1つとなったのです。ナチの過去、そして現在のあらゆる急進
右翼の傾向に対して一線を画すことは、ドイツ連邦共和国では政党の壁を超えて全て
の民主主義者によって共有される構成要素であったのであり、現在もそうなのです。

ナチズムの過去に向けられた記憶の文化は、1980年代から1990年代への過渡期に
おいて、実際にどのように展開したのでしょうか。この問題について、この時期にベル
リンにおいて新たに作り出された記憶の場所をまとめて紹介しながら、示すことにした
いと思います 20。ただし、この紹介はささやかなもので、決して完全なものではありま
せん。また、ここでは短い、キーワードの列挙にとどめさせていただきたいと思います。
「安楽死」殺害の犠牲者追悼のためのベルリン・フィルハーモニー前の銅板（1989年 
9月）；ベルリンのユダヤ人の移送を記憶するためのグルーネヴァルト駅の記念碑（1991
年10月）；ナチ時代に迫害・殺害された国会議員のための国会議事堂前の記念碑（1992
年2月）；シェーネベルク地区バイエルン広場周辺のユダヤ人迫害を「想起する場所」
（1993年6月）；ノイケルン地区KZ（強制収容所）外部収容所ゾンネンアレーの記念碑
（1994年5月）；テンペルホーフ地区KZコロンビア・ハウスの慰霊記念碑（1994年12
月）；ミッテ地区ナチ焚書の記憶のための記念碑（「図書館」）（1995年3月）；シュテーク
リッツ地区殺害されたユダヤ人住民の名前が刻まれた鏡の壁（1995年6月）；ミッテ地
区1943年2月ローゼンシュトラーセにおける女性による抗議の記憶の記念碑（1995年
10月）；ミッテ地区コッペンプラッツの旧ユダヤ人住民の記憶のための記念碑（1996年6
月）；クロイツベルク地区リンデンシュトラーセの旧シナゴーグにおける記念碑（「通
路」）（1997年6月）；移送の記憶のためのグルーネヴァルト駅敷地における記念碑（「17
番線ホーム」）（1998年1月）。ほとんどすべての場合、イニシアチブはベルリンの市民
たちによるものでした。メディアは積極的にかかわりつつ、また専門的な観点から情報
提供を行い、このようにして政治家が最終的に計画の実現に必要な決定を下す前に、
個々のプロジェクトを強力に後押しする世論を生み出していったのです。

これらのことはすべて、90年代の終わりに連邦議会と連邦政府がボンからベルリ
ンに移る前に起こった出来事です。それと並行して、ベルリンにはいくつかの大規模な
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プロジェクトが生み出され、そこから短期間のうちに首都特有の記憶の文化が展開され
ました。1987年には、1945年までゲシュタポの本部、「親衛隊全国指導者・全ドイツ警
察長官」の本拠地、また悪名高き国家保安本部があった場所に「テロのトポグラフィー
Topographie des Terrors」が作られ、1992年1月には財団としての法的地位を獲得しま
した 21。1989年7月には「ドイツ抵抗（運動）記念施設」が、新しい、抵抗の多様性全体
を包括する常設展示と共に新たに開設されました 22。1992年1月には「ヴァンゼー会
議記念館」が一般公開されることになり、この施設はその後記念館教育学の分野におい
て国内的にもまた国際的にも指導的な地位を獲得しています 23。また1993年11月に
は、「ノイエ・ヴァッヘ」が、「戦争と暴力支配の犠牲者のため」の連邦共和国の中心的
な記念施設へと、その目的を変えることになりました 24。そして1995年5月、ベルリ
ン・カールスホルストで、1945年5月8日ヨーロッパにおける第二次世界大戦の終止符
が打たれた建物に、ドイツ・ロシア共同で運営される博物館が開設されました。この博
物館には、ヨーロッパの大国がお互いに対して行った最も暴力的で最も損失の激し
かった戦争が、かつての戦争相手国によって共同で描写されており、その限りにおい
て、比類のない、今までのところ限定なしに成功した実験であるといえるでしょう 25。

問題となったのは、とくに1989年以降建設運動が推進されるようになった「殺害さ
れたヨーロッパ・ユダヤ人のための記念碑」でした。この場合、実現へのプロセスは長
期にわたる、紆余曲折を経たものでした。計画の実現のための最終的な決定は、1999
年6月、ドイツ連邦議会によって下されました。落成は2005年1月のことです 26。この
関連で、「ベルリン・ユダヤ博物館」についても言及しなければなりません。この博物館
は2001年9月、同様に長期にわたる、論争を伴った成立のプロセスの後、輝かしい開館
の日を迎えることになりました 27。ここでとりあげた施設のなかでユダヤ博物館、ユダ
ヤ人記念碑、ベルリン・カールスホルストのドイツ・ロシア博物館、そしてノイエ・
ヴァッヘは連邦の施設ですが、残りの記念施設や他の記憶の場所はベルリン州の管轄
に属しています。ただし、これらについても、すでに触れたように、半分は連邦の出資に
よるものです。特記すべきことは、1999年1月からすでに一般に立ち入り可能であり、
訪問者から「空虚の博物館」として熱烈な支持を受けていたダニエル・リベスキントの博
物館建築と、ペーター・アイゼンマンの記念碑施設によって、世界的に注目を集める建
築学上の問題提起が行われた、ということです。同じことを、「テロのトポグラフィー」
財団は、スイスの建築家ペーター・ツムトーアの大いに称賛された設計に期待しました
が、この1993年に始まった建設計画は、2004年夏には失敗であったことが明らかとなり
ました 28。

これらの施設は皆、大きな成功をおさめ、またその成功を拡大しつつ活動を続けて
います。たとえばユダヤ博物館の場合、一年間の訪問者の数は80万人ほどであり、ま
た建築構造上の問題のため、依然として仮設的状況にある「テロのトポグラフィー」の
場合は、50万人程度です。目下のところ問題となっているのは、連邦の施設ではない記
念施設や記憶の場所、すなわち「テロのトポグラフィー」財団やヴァンゼー会議記念館、
ドイツ抵抗運動記念館、さらに「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人記念碑財団」を1つの
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連邦財団に統合することが、果たして意味のある、望ましいことなのか、ということで
す。ゲアハルト・シュレーダーの政権は、この方向に向かって有望な一歩を踏み出そう
としましたが、この計画は前倒しして実施された連邦議会選挙（とそこでの敗北）のた
め、完結させることはもはや不可能でした。現在の連邦政府は、この点ではきわめて躊
躇した態度に終始しており、これまで協力関係を強化するために関連財団の「常設会
議」を設置する、というところにとどまっています。これに対して連邦財団であれば、
ベルリン州と連邦が1980年代後半から共同で行ってきた多大な記憶政策上の努力を、
国内外においてより強力に可視化するチャンスを提供できるのではないかと思います。
その際、これまでの施設は財団の所在地となり、それぞれの現場での活動の大部分は自
立したものですが、外に対しては可能な限り一体となって現れることになります。国際
的に指導的な立場にあるホロコーストの記念施設や博物館―イェルサレムのヤド・ヴァ
シェム、ワシントンの合衆国ホロコースト博物館、ロンドンのホロコースト博物館、パリ
のショアー記念館―と比べると、個々のベルリンの施設は真に競争力があるとはいえま
せんが、共同すればこうした施設と「同じ目線で auf Augenhöhe」―ドイツで現在好ん
で使われる表現ですが―協力することができます 29。そうした財団に向かっての発展
は、それゆえ今後もきわめて望ましいことであると思われます。それによってベルリン
のなかで財団は、ドイツ歴史博物館やユダヤ博物館と並び、一般大衆に歴史を伝達す
る第3の大規模事業として、その地位を占めることになるでしょう。

ドイツにおける記憶の文化を語ろうとすれば、あらゆる大小の記憶や歴史的啓蒙
の施設とともに、1996年以来、新たな国民の記憶の日が存在することに触れないわけに
はいきません。すなわち「ナチズム犠牲者の記憶の日」としての1月27日のことです。
この日は「アウシュヴィッツ解放」の日に設定されましたが、近年、国際連合がこの日を
国際ホロコースト記念日であると宣言したこともあり、世論において、そしてまたドイ
ツの指導的な政治家たちにおいてでさえ、もっぱら「ホロコーストの日」としてのみ語ら
れるようになりました。そのため、この国民的記念日は、あたかもユダヤ人（犠牲者）
に対してのみ捧げられたもので、国内・国外を問わず全てのナチズムのテロ（暴力支
配）の犠牲者に対してのものではないかのような印象を与えています。こうした内容
的なズレや矮小化を除けば、この日は、定期的に連邦議会の特別会議がテレビ中継さ
れたり、地方ごとに独自の催し物が開かれるなど、公共の意識において深く定着して
います。

国民的な記憶の文化はまた、広く認識される、大規模で表象的な場所を必要としま
す。しかし、80年代にまず旧西ドイツにおいて、そしてその後の統一ドイツにおいて成
立した記憶の景観にとって特徴的なのは、むしろ記憶の形態の生き生きとした多様性
であり、個々の歴史的な場所への直接的な関連づけ、そして何よりも地域住民の積極的
な参加です。それゆえ私は以下に、この活動的で、分散的、つまり首都に集中しない記
憶の文化の3つの要素についてとくに指摘したいと思います。
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1. 私にとって重要であると思われるのは、歴史的啓蒙について、あるいは情報や議論
についての関心が、ここ20～25年間において絶えず増大している、ということで
す。ある特定の歴史的な場所を訪れる者は、そこでナチズムの時代に何が起こっ
たのかということを、できるだけ正確に見聞し、地域的な出来事を同時に全体の歴
史との連関に位置づけたうえで理解したいと考えるでしょう。訪問者は、可能であ
れば、犠牲者についてたんに数字だけを知るのではなく、人間とその運命について
知りたいと思うことでしょう。そしてまた加害者についても、どのような社会的背
景と個人的な体験を持った人々が問題になるのか、ということについて知ろうとし
ます。まさにこうした理由から、いわゆる「活動的な」記念施設、資料の展示や関連
する教育機関の数がたえず増加してきたのであり、この傾向が間もなく終わりを迎
えるだろうと予測することはできません。

2. 90年代に作られた記念碑の多くは、記念碑や警鐘碑についての伝統的なイメージ
を拒否するものです。この新たな記念碑はあからさまな意思表示を避け、比較的
僅かな材料で、高飛車に出ることなく、答えよりも問いを提示しています。こうし
た記念碑は、訪問者を圧倒しようとするのではなく、熟考を働きかけようとするも
のであり、その熟考とは、過去についてだけではなく、訪問者それぞれの現在につ
いてのものでもあります。この点について、私はここで3つのベルリンの事例を挙
げたいと思います。これらの事例はある意味、ヨーロッパ・ユダヤ人犠牲者中央記
念碑に対する美学的な対抗プログラムといってもよいかもしれません。1つ目は、
イスラエルの彫刻家でありコンセプト・アートの芸術家でもあるミヒャ・ウルマン
は、国立歌劇場に隣接するべーベル広場での「焚書」の記憶のために、地下に完全
に閉鎖され、空の書架が置かれた空間を作り出しました。その書架にはそこで燃
やされた約2万冊の書籍を置くことができたはずのスペースがとってあります。
人々は地面に敷かれたガラス板を通してこの「図書館」をのぞき込むことができ、
空虚な空間に向かい合うことになります。これについて、ウルマンは「内部への視
線の誘導」と語っています。同時にまた、周囲に歴史的な建築物を擁するこの大き
な広場は、地下の「図書館」に、そしてそれによって1933年の事件に焦点が合わせ
られることになります 30。2つ目として、とりわけ多くのユダヤ人の住民が居住し、
ユダヤ関連の施設が存在していたベルリン・ミッテ地区のコッペンプラッツ（コッ
ペン広場）には、1996年以来、芸術家カール・ビーダーマンが景観建築家エーファ・
ブッツマンの協力のもとに製作した記念碑を観ることができます。それは壁のな
い部屋であり、そこには寄せ木細工の床の上に、テーブルが1つと椅子が2脚置か
れていますが、1つの椅子は倒れています。わずかな家具を組み合わせることに
よって、観る者はかつてのユダヤ市民たちの生活、追放、そして永続的な不在につ
いて意識させられることになります 31。そして最後の例として、グルーネヴァルト
駅の敷地にある貨物積み込みホームの記念碑です。このホームからベルリンのユ
ダヤ人たちは移送されていきました。ニコラウス・ヒルシュ、ヴォルフガング・ロ
ルヒ、そしてアンドレア・ヴィンケルら芸術家たちによって、移送線路の1つであっ
た「17番線ホーム」が鋼鉄でできた枕木状のパネルによって覆われ、そこには全て
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のベルリンからのユダヤ人移送について、その人数と目的地が刻み込まれていま
す。この場合もまた、きわめて簡素な形と情報によって、歴史的な場所が語り出す
よう工夫されているのです 32。

3. 最近の記憶の文化には、さらにある傾向が見られます。すなわち、記憶の標識を公
共の空間に設けるというもので、その際交通や日常の業務に対しても遠慮すること
をしません。この点で、西ベルリンには注目すべき先駆者が存在します。1967年、
地下鉄ヴィッテンベルク広場駅には、KaDeWe百貨店に対して向かい合った方向
に大きな銘板が建てられました。そこには「我々が忘れてはならない恐怖の場所」
という見出しの下、黒い背景に白い字で、アウシュヴィッツからトレブリンカに至
る、12個のそのような場所の名前が列挙されています 33。このような種類の記憶
の作業として国際的に最も注目を集めた事例は、1993年、レナータ・シュティーと
フリーダー・シュノックによって、バイエルン広場に製作された「記憶の場所」で
しょう。彼女たちはここに、街灯の柱に80個のカラーの両面標識を設置しました。
この標識は一方に児童絵本の図像モチーフが描かれ、その裏面にはナチズムの法
令の条文が書かれています。その法令とは、ユダヤ人の権利と生存の可能性を極
端に制限する内容のものであり、例えば表に猫が描かれている標識には、裏にユダ
ヤ人がペットを飼うことを禁止されていたことが記されています。こうして迫害の
日常が目に見えるものとなったわけですが、それはかつてきわめて多くのユダヤ人
たちが住んでいた地区の広場や通りにおいてのことでした 34。

私がここまで述べてきたことは、果たして純粋な成功の歴史なのでしょうか。私た
ちはドイツにおいて、過去からもはや目を背けようとはせず、それと向き合い、そこから
学ぼうとする社会とかかわっているのでしょうか。かつての記憶を抑圧する傾向や頑
強な社会的忘却に代わり、歴史の真実を一貫して社会的に追求するようになったという
ことなのでしょうか。かなりの部分、そうだといえるだろうと思います。少なくとも戦
後の何十年もの長期間と統一ドイツにおける状況の間には、見過ごすことのできない大
きな相違があります。しかし、1980年代以降の新しい方向性においても、抵抗や一部激
しい論争が存在したことも事実です。コール首相が責任を負うべき、ビットブルクの墓
地をめぐる和解の演出の問題や、1985年5月8日のリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッ
カー大統領の演説が与えた解放的な影響を考えてみてください 35。さらに、すでに言
及した1986/87年の「歴史家論争」によって、歴史の政治と文化について大変激しい論
争が続くことになりました 36。また、ベルリンの「ドイツ歴史博物館」やボンの「ドイツ
連邦共和国歴史館」など、コール政権による大規模な博物館建設も、当初は激しい議論
の対象となりました 37。90年代半ばからは、「国防軍展覧会」38や「ゴールドハーゲン
論争」39、そして最後に「ヴァルザー論争」40を、多くのより小規模で、しばしば地域的
に限定された対立とともに付け加えることができるでしょう。後に大きな成功とみなさ
れるようになる記憶の場所のいくつかもまた、相対立する意見や利害の対象であったの
です。これについては、ペーター・ライヒェルが1999年に出版した著作『記憶をめぐる政
治―ナチズムの過去をめぐる論争における記憶の場』において述べている通りです 41。
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論争の激しさが改めて明らかにしたのは、ナチズムの犯罪の問題、そしてこの犯罪
に対する具体的な責任の問題は、たんなる学術的な問題になったということではなく、
依然としてモラルと政治の根本問題にかかわるものである、ということです。驚くべき
ことは、ドイツ社会においてナチズムの歴史に対する関心は時間と共に衰えるのではな
く、むしろ強まっている、という事実です。このことは恐らく、「第三帝国」と第二次世
界大戦において、あらゆることがこれまで考えられていたよりもずっと恐ろしいもので
あったということが、1970年代以降の研究業績によって明らかになったこととも関連し
ていると思われます 42。ナチズムの犯罪に対する恐怖はますます大きなものとなり、そ
れに結びついた罪責からの解放の可能性はますます小さなものになったのです。さら
に、犯罪行為を行った者の範囲を親衛隊とゲシュタポに限定しようとするあらゆる試み
も、もはや維持することができないことが明らかとなりました。この点において、「国防
軍展覧会」も、ブラウニングもゴールドハーゲンも正しかったといえます。すなわち、大
多数の「自発的な執行人」たちは、「まったく普通の人 （々男たち）」であり、「まったく
普通のドイツ人」であったのです。彼らは社会的にドロップアウトした人でも、アウト
サイダーでもなく、1945年後も当時の彼らの行為が発覚さえしなければ、大きな問題な
く市民生活へと戻って行くことができた人々だったのです。

近年ではまた、政治的右派には分類できない一連の著者たちが、連邦共和国にお
ける記憶の「ブーム」に批判的に取り組んでいます。たとえば、アライダ・アスマンと
ウーテ・フレーフェルトは1999年に、「1945年以降のドイツの過去との関わり」につい
て、『歴史の忘却と歴史への執着Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit』
という語呂合わせのタイトルを持つ著作を著しました。またアントーニア・グルーネン
ベルクは、2001年に出版された著作に『罪責の欲求―現在を支配する過去の力につい
て』という題名を付けました 43。これら、そして他の著者たちは、議論の重点に相違が
あるものの、以下の懸念を共有しています。すなわち、ドイツでは近頃「過剰なまでに
善きこと」が行われているため、ナチズムの犯罪やその場所への記憶が儀礼化され、
ルーティン化されようとしている。何よりユダヤ人殺害も政治的道具として利用されて
いる、というものです。この政治的利用ということについては、コソボへの国防軍派遣
を正当化しようとしたシュレーダー政権の外務大臣と国防大臣による、問題は「第2の
アウシュヴィッツ」の出現を阻止することだ、という発言が、よく引き合いに出されま
す。こうした見方や懸念は真剣に受け止めねばなりません。ただし、それはこれまでの
発展を根本的に問題視するものではありません。
ドイツにおけるあらゆる民主的な秩序は、ナチズムの過去と真剣に向き合わなけれ

ばならない、ということは正しいことです。しかしまた、ある社会はその過去をネガ
ティブな、恐るべき、重荷となる部分にのみ限定してはならない、ということも、やはり
正しいことです。それゆえ、ドイツ史とのポジティブな同一化を可能とするような伝統
を育むことも、必要なことであるといえます。ドイツ史は1933年に突然始まったのでは
ありませんし、19世紀や20世紀の歴史―ここではそれ以前の時代については述べませ
んが―は、1933年から1945年の破滅の前史以上のものであります。だからこそ、たと
えば1998年に1848年革命の150周年が大規模に祝われ、19世紀のリベラルで民主的な
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市民革命がドイツ連邦共和国の政治的伝統における不可欠の構成要素であることが謳
われたのです。同じように、官憲国家が崩壊し共和国が建設された1918年の革命につ
いても、あるいはまた、平和的な革命が共産主義支配を終結させた1989年についても、
取り組まれるべきであるといえるでしょう。11月9日という日付において忘れてはなら
ないのは、この日付はドイツ史における恥辱の日であるだけではなく、歓喜の日、言い
換えれば民主的な社会が誇りを持って振り返ることができる政治的事件を感謝の念を
もって想起する日でもある、ということです。

しかし、最後に改めて確認しておきたいのは、自由で民主的な秩序のためには、人
権や市民の権利の普遍的な効力を根底から否定した政治体制を正確に見据えること以
上に有効な議論は存在しない、ということです。ナチズムとその犯罪、その無数の犠牲
者の苦しみを真に知った者であれば、法治国家の確保や自由な選挙による権力の統制、
権力分立の原則、そして強要された民族的、社会的、文化的同質性に代わる多元的な社
会、こうしたものを軽々しく放棄することなど、決してできないでしょう。それゆえナ
チズムの時代の記憶は、たしかに個々の点では批判が必要な部分があるにしても、今後
もドイツにおける民主主義の安定のための土台となるのです。

* （訳者付記）以下の論文は、ベルリン工科大学名誉教授ラインハルト・リュールップReinhard Rürup氏
が2008年3月15日、現代史研究会（於青山学院大学）において行った講演 “Der lange Schatten des 
Nationalsozialismus. Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur in Deutschland seit 1945”の原稿を
もとに、後から送られてきた注の部分を加え訳出したものである。語調は講演の体裁のままとした。
また注に挙げられた文献のなかで、日本語に翻訳されたものについては、括弧内に表記した。なお同
じ内容の講演が3月22日に同志社大学においても行われた。

1 ナチズムの過去との取り組みにかんしては、さしあたり以下の諸文献を参照のこと。Peter Reichel, 
Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis 
heute, München 2001（邦訳：ペーター・ライヒェル、小川保博・芝野由和訳『ドイツ 過去の克服―ナチ独
裁に対する1945年以降の政治的・法的取り組み』八朔社、2006年）; Peter Steinbach, Nationalsozialis-
tische Gewaltverbrechen. Die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit nach 1945, Berlin 1981; 
Jeffrey Herf, Zweierlei Erinnerung. Die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland, Berlin 1998; 
Jürgen Habermas, Was bedeutet „Aufarbeitung der Vergangenheit“ heute? Bemerkungen zur  
„doppelten Vergangenheit“, in: ders., Die Moderne—ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-
politische Aufsätze 1977-1992, Leipzig 1992, S. 242-267; M. Rainer Lepsius, Das Erbe des Nationalso-
zialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des „Großdeutschen Reiches“, in: ders, 
Demokratie in Deutschland, Göttingen 1993, S. 229-245; Peter Steinbach, Erinnerung und Geschichts-
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Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt 
1999; Insa Eschebach, Öffentliches Gedenken. Deutsche Erinnerungskulturen seit der Weimarer 
Republik, Frankfurt am Main 2005; Christoph Cornelißen, Lutz Klinkhammer u. Wolfgang Schwentker 
(Hg.), Erinnerungskulturen in Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Frankfurt am Main 2003; 
Claudia Lenz, Jens Schmidt u. Oliver von Wrochem (Hg.), Erinnerungskulturen im Dialog. 
Europäische Perspektiven auf die NS-Vergangenheit, Hamburg 2002; Reinhard Rürup, Nationalsozia-
lismus, Krieg und Judenmord. Erinnerungspolitik und Erinnerungskulturen im internationalen 
Vergleich, in: Materialien zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin 2005, S. 156-171.

2 Ulrike Puvogel (Hg.), Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 
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6 公職、とりわけ省庁の高級官僚層における旧ナチ党員については、以下の文献を参照。Norbert Frei, 
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7 以下を参照。Ulrich Herbert u. Olaf Groehler, Zweierlei Bewältigung. Vier Beiträge über den Umgang mit 
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tation, Heidelberg 1979; C. F. Rüter u. D. W. de Mildt (Hg.), Die westdeutschen Strafverfahren wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997. Eine systematische Verfahrensbeschreibung mit 
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質疑応答／ Questions and Answers in the Lecture

*ここに掲載した質疑応答は、現代史研究会と同志社大学において、それぞれ講演後に
設けられたディスカッションのなかで行われた質疑応答のなかから、いくつかを抜粋し
たものである。質問については紙幅の問題もあり、前置きについては大幅に割愛し、質
問内容も要約したうえで、テーマ別に整理した形で掲載した。また記録の転記にあた
り、質問者の氏名や所属が把握できない場合もあり、ここではすべて匿名で統一するこ
とにした。ご理解願いたい。なお質疑応答の記録に際しては、現代史研究会について
は川喜田敦子氏（東京大学）、同志社大学については川越修氏（同志社大学）、姫岡とし
子氏（筑波大学）にそれぞれご尽力いただいた。記して謝意を表したい。

“Vergangenheitspolitik”概念について
質問　これまでドイツの過去の取り組みについては、もっぱら「過去の克服Vergangen-
heitsbewältigung」が使われてきたのに対し、ここでは「過去政治Vergangenheitspolitik」
という概念、とくに「政治」が用いられているのはどのような理由によるのでしょうか？
また、ノルベルト・フライの言うところの“Vergangenheitspolitik”1とは使い方に違いが
あるように思われますが、いかがでしょうか。

リュールップ　今日のドイツで“Vergangenheitspolitik”「過去政治」、「過去政策」という
概念が学術的な研究で使われる場合、ノルベルト・フライの本の影響を強く受けている
というのは確かなことです。“Vergangenheitspolitik”という概念を使う多くの研究者は、
まずフライの研究を引用するわけです。しかし、その場合はフライとは違う意味で使っ
ていることが多いのです。フライの場合は、アデナウアー政権の政策について、とくに
ドイツ人のあいだに残るナチズムの遺産に着目して論じたわけです。とはいえドイツ
で、政治や社会がナチズムの過去とどのように取り組むかを今日の状況も含めて議論
にする際にこの概念が用いられていることも決して悪いことではありません。

“Vergangenheitspolitik”という言葉が使われるとき、ほとんどの場合はナチズムを対
象としますが、中には東ドイツの過去が含まれる場合もあります。“Erinnerungsort”「記
憶の場」という概念を使用する場合も、共産主義の問題が含まれることはありますが、
ドイツではほぼ常にナチズムに関係して使われています。しかし、フランスの研究のよ
うに、「記憶の場」、「記憶政治」“Erinnerungspolitik”、「歴史政治」“Geschichtspolitik”
といった概念をより広く、歴史全体を対象に含みこむようなものとして使っていくこと
もできるのではないでしょうか。「歴史政治」“Geschichtspolitik”は常に行なわれてきた
わけではありませんが、近代に入って、19世紀にはすでに多くの例を見ることができま
す。私は、講演の最後のところでナチズムの過去との取り組みをもっと進めていくべき
だと申し上げましたが、歴史との取り組みをナチズムと共産主義だけに限定してはいけ
ないということも申し上げました。「歴史政治」という概念には問題があると考える研
究者もいるようですが、私はそうは考えておりません。すべての社会には、様ざまな歴
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史政治のあり方があるわけで、正しい歴史政策や誤った歴史政策というものはあり得ま
すが、もし歴史政策とは全く無縁な社会があると考えるとしたら、それは誠実な態度と
は言えないでしょう。どのような社会も、何らかのかたちで歴史政策を行なっているの
です。
ここで再びノルベルト・フライの“Vergangenheitspolitik”という著書に立ち戻るとす
れば、そのタイトルのつけ方が私には皮肉めいているように思われました。フライ自身
も、当時、本を手に取った人が、“Vergangenheitspolitik”というタイトルを違うように理
解したと分かっていました。これはいうまでもなく良い本ですが、その意味で少々問題
のある影響を残したことは確かで、タイトルに問題がなかったとは言えません。加えて
申し上げるならば、ネガティヴな歴史政治、つまり特定の過去から距離をとってそれを
批判していくという態度は必要ですが、ポジティヴな伝統を受け継いでいくことも必要
です。問題は、ナチズムや共産主義の過去と批判的に取り組むことでドイツにもよき伝
統があったことを忘れてしまうか、よき伝統を強調するあまり批判的な取り組みを蔑ろ
にするかのどちらかひとつしかないかのように、往々にして考えられているという点に
こそあります。

市民のイニシアチブと歴史家、世代
質問　市民のイニシアチブによる記憶ということに関連して、現在、ベルリンでも盛ん
になっている「躓きの石Stolpersteine」という運動があります。これはかつてのユダヤ
人の住居の前の歩道に、その氏名と殺害された収容所、年などを記載した石を埋めてい
くものですが、リュールップ先生はこの運動をどのように評価されているのでしょうか。

リュールップ　Stolpersteineの話を出していただいて、ありがとうございました。時間
があれば当然講演で取り上げるべき内容でもありました。この「躓きの石」は、一般化
して言うならば、かつて近所に住んでいた―そして移送され、殺害された―ユダヤ人の
記憶を、彼らが生きていた場所で保とうとする市民の活動の例と言えるかと思います。
その特徴のひとつは、これまであったような大きなDenkmalとは違って名前と運命しか
刻まれていないような非常に小さな記念の石を置いていくという点、もうひとつはこの
「記憶」が大きな町の通りの敷石の中に埋め込まれるという形で日常の光景のなかに置
かれているという点です。80年代、90年代以来、この「躓きの石」は記念碑というもの
のイメージを大きく変えました。この運動は徐々に広がりを見せ、私の妻の兄弟もベル
リンのとある地区でこの運動に参加しましたが、多くの人々がこれに協力したわけで
す。この「躓きの石」は、通りを歩いていてチラッと下を見るとそこに何かがある、そこ
に自分たちが実行しなければならないことへのきっかけが落ちているというものなので
す。これは非常に天才的な、“genial”な考えではないかと思います。

質問　記念碑についてですけれども、歴史家たちはどのように関与したかのでしょう
か。歴史家といっても大学の中にいるような歴史家か、もしくはもっとグラスルーツの
歴史家なのでしょうか。
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リュールップ　ドイツの歴史家でプロジェクトに参加する人もいますが、市民イニシア
チブにはどちらかというと、歴史家ではない人や歴史家でもまだ地位を確立していない
人たちが積極的に関わってきました。歴史工房の場合にも、若手の歴史家、あるいはま
だ歴史家の卵という状況で関わっている人が非常に多く、その意味では学術活動とい
うよりは市民活動としての色彩が強かったわけです。
私個人の問題として少しお話ししてみますと、私自身もいろいろなプロジェクトに参
加してきましたが、集中的に関わるようになったのは1980年代半ばからで、1980年代
初めまではあまり関心はありませんでした。私は学生時代から、反ユダヤ主義、ユダヤ
人迫害、第三帝国の構造などについては関心をもって研究もしていたのですが、ヒム
ラーが仕事をしていたのがベルリンのどこだったかというようなことには当初は全く興
味がありませんでした。それが変わったのは1980年代で、時代の潮流から私もそうし
た問題に関心をもつようになり、突然、ヴァンゼー会議の行なわれた場所を知りたいと
思うようにもなりました。会議の内容さえ分かっていれば歴史家としてこと足りるとい
うものではないと考えるようになったのです。たとえばミュンヘンの現代史研究所な
ど、ほかの歴史家にとっても同じことだったろうと思います。
私にとっては多分に偶然のことでしたけれども、ベルリンの750年記念のときに、マ

ルティン・グロピウス・バウ記念館で文化史的な展示が大々的に行なわれることになり
ました。そのときに、会場のすぐ隣に、今の「テロのトポグラフィー」の場所があること
を知りました。そして、これだけ巨額の資金を投じる記念行事でありながら、隣にナチ
の歴史の現場があるというのにそれを無視することはできないと考えて、この歴史もベ
ルリン・プロジェクトの一部に含まれることになりました。「テロのトポグラフィー」は、
こうして1980年代半ばからできていったのです。ここから始まって、いろいろなプロ
ジェクトに参加してきました。記念碑に関する連邦議会の調査委員会、記念碑に対し
て連邦が年間1,000万ユーロ以上の助成金を支出することを決定した連邦政府の専門
家委員会にも参加してきました。他にもカールスホルストのドイツ＝ロシア博物館の設
立、ブランデンブルク州の記念の場に関する財団の設立、ヴァンゼー会議記念館の学術
諮問委員会など、いろいろなプロジェクトに参加してきました。つまり、こういうこと
に関わろうとする著名な歴史家はそれほどいないのです。ですので、一度引き受ける
と、これもやらないかという問い合わせが次々に来て、一人があちらもこちらも引き受
けることになるわけです。というのも、こういう仕事を真面目にやると非常に時間がか
かるわけですね。こういう歴史の場や記憶の委員会に関わっていると、本が書けないわ
けです。関わらなければ、ほかの歴史家のようにまた本も書けるでしょうが…。とはい
え、この間に状況は少し変わってきました。たとえば「テロのトポグラフィー」にも毎年
50万人もの見学者が来て、これは歴史学の観点から見ても重要なことだと認識される
ようになりつつあるわけです。『ベルリンの750年』という本に私はエッセイを寄稿しま
したが 2、これも30万部も売れています。普通の歴史の本だったら良く売れたと言って
もせいぜい3000部、博士論文だったら300部ぐらいしか出ないところです。こういう本
は専門家ではない一般の読者に向けて書かれるわけで、様ざまなプロジェクトに関わる
ようになってからというもの、私は、これが自分にとって重要な、アカデミックな仕事の
一部だと考えるようになりました。私が博士論文の指導をした学生たちの多くも、記念
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施設の館長のような形で働いていますし、こういう仕事をすることによって、大学は
失ったものよりも得たものの方がずっと多いのではないでしょうか。

質問　ウルリヒ・ヘルベルト氏（フライブルク大学）が2003年に書いた短い論文のなか
で、「歴史家論争」における世代の問題について指摘しています 3。つまり、この論争に
関係した主な論者は1920年代生まれの世代で若い人ではない。この1920年代に生ま
れた人は1945年というものをよく知っているが、後の若い―彼も含めてですが―歴史
家は45年というものを知らない。ずいぶん感覚が違うということを述べています。こ
の世代の問題についてお話しいただければと思います。

リュールップ　ナチの解釈という点で世代が非常に重要だというのは、ご指摘のとお
り、ヘルベルトのテーゼです。1933年にナチが権力を獲得したときに親衛隊やゲシュ
タポなどの指導部には若い人たちが多かったんですね。1903年頃に生まれて、権力獲
得時にはだいたい30歳ぐらいだったわけです。彼らは大学で学び、良き市民層の出身
で、文化程度も非常に高い人たちでした。ウルリヒ・ヘルベルトは、この世代を戦時中
の少年世代と評しました。第一次世界大戦時に兵士になるにはあまりにも若すぎた世
代、という意味です。この世代は、若すぎたがゆえに第一次世界大戦を前線兵士として
体験できなかったことを非常に心残りにしていて、だからこそナショナルな意味でも人
種的な意味でも非常にラディカルになっていったのです。世代というもののもつこうし
た側面については、ミヒャエル・ヴィルトがウルリヒ・ヘルベルトのこのテーゼを継承
し、少し修正を加えつつもその正しさを確認しています 4。
歴史家論争を担った世代が主として1920年代生まれだというのもおっしゃる通りで、

たとえばエルンスト・ノルテは1920年代初頭の生まれ、ユルゲン・ハーバマスは1929
年、20年代生まれではありませんが世代的に近いのは、ハンス=ウルリヒ・ヴェーラー
が1931年生まれ、モムゼン兄弟が1930年生まれですね。この世代はだいたい1920年
代ということで一括りにできます。私は彼らとは少し違って1934年生まれでしたので
終戦のときには11歳で小さな少年でしたが、ノルテあるいはラインハルト・コゼレック
の世代は若い兵士だったか、高射砲補助兵だったわけで、私とは別の戦争体験をしてい
ます。こういうナチ時代の体験の違いが、ナチとの取り組みにおける世代ごとの態度の
違いを生み出すと言えるかと思います。
一つ例を挙げますと、コンラート・ヤーラオシュが2000年に編集した本で、1922年生

まれのルドルフ・フィーアハウスから1941年生まれのユルゲン・コッカにいたるまで、
いろいろな歴史家のナチ時代の体験、あるいは大学で学生時代にナチの問題とどのよ
うに取り組んだかという体験を聴き集めたものがあります 5。私もインタビューを受け
ましたが、なかでも、1950年代後半の教授陣のなかにはかつてナチ党員であった人もい
たわけですけれども、そういう指導教官を学生時代になぜ批判しなかったのかと質問さ
れました。そのとき私が答えたのは、私も第三帝国の時代に生まれ育ったわけで、ナチ
時代がもう少し長く続いていたら私自身もナチになっていただろうと考えざるをえな
かったということです。私の教授たちの世代もやはりナチ体制のなかで生きたわけで
す。こういうことを理解すると、歴史家としては歴史的にも政治的にも明確に評価を下
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さなければなりませんが、個々人を道義的に断罪することに関してはやはり慎重になら
ざるをえないわけです。それが世代の違いというものだと思います。

質問　留学でテュービンゲンに1年間いたのですが、出会った学生たちと映画Der 
Untergang（『ヒトラー最期の12日間』）について話をしたときに、驚きました。そのとき
に思ったのは、記憶の相対化には良い面も悪い面もあるということです。ジェネレー
ションとの関係でもあるのですが、全く戦争を経験していない世代が大半となり、記憶
の相対化が必然的に起こってくるわけですが、そこには悪い側面というのもあって、戦
時中の経験をリアルに記憶できないという側面もあるのではないかと思うのですが、そ
れについてどう思われますか。

リュールップ　質問を間違って理解していたら、後で直してください。あなたのような
若い世代の方は戦争体験も独裁の体験もないわけですけれども、日本でも戦争や帝国
主義を体験した人はたくさんいるわけですね。あなたの記憶は間接的に伝達されたも
のですが、新しい文献では記憶というものを三つに区分しています。一つは自分自身、
個々人が体験したものです。二番目が集団的な記憶。これは社会のかなりの部分が体
験していることですね。自分は経験していなかったとしても、両親や祖父母などが体験
している。もう一つは文化的な記憶の領域に属するもので、これは社会の伝統や今日的
な関心のあり方によって構築されるものです。こういった三つの次元の記憶があり、そ
れぞれ異なっています。
私は2005年にこの問題について論じたことがありますが、この問題については、

1945年5月8日、すなわち大戦終結の日との関連で1985年から考えてきました。1945
年5月8日には、同時代の人びとは85％以上がこの日を敗戦として受け止めました。国
民的な破滅の日、終焉の日だと受け止め、もう生きられないと自殺した人も出たほどで
す。しかし今日のドイツでは、5月8日はドイツ史のなかでは殺人的な戦争と犯罪的な
体制からの解放の日だと考えられています。ただし、ドイツ人自身の手によって成し遂
げられたものではなく、外からの解放ではありましたが。私は、5月8日をこのように肯
定的な視点から記憶していく伝統を作らなければならないと考えてきました。そのよう
に言うと、自分の体験は違うと言う声が必ずあがります。自分は追放された、直前まで
空爆を受けていた、戦後の困窮のことを考えても解放だったなどとはとても言えないと
いうわけです。しかし、歴史のなかで体験されたこと―もちろんそういうふうに体験し
た人たちはいるはずで、間違いではありません―と、今日の視点から私たちが知るべき
ことは、分けて考えなければなりません。今日、歴史家が5月8日を解放の日として語
るのであれば、解放としては体験しなかった人もいることを認めなければなりません。
しかし、当時は破局だと思ったという人も、今日的な視点からは、5月8日は未来に向け
た始まりでありチャンスであったと考えられるということを認めなければならないので
す。また、1989年に東ドイツで平和革命を実現した人びとにとっても、大戦終結は決し
て解放ではなく、新しい独裁の始まりでした。確かに、この日、彼らもナチの脅威から
いったんは解放されましたが、すぐに新しい独裁が始まったわけです。自分たちにとっ
ては1989年11月9日こそが解放の日だったと考える東ドイツ出身の人はたくさんいます。
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今回は、5月8日に関する例でお話ししましたが、これはご質問に対する何らかの答
えになるのではないかと思います。こういう答えでよかったでしょうか。

歴史教育と記憶
質問　日本でも同じような過去の克服の問題が、東アジア、とくに中国との関係のなか
で政治的な問題になっています。そこでは歴史教科書の記述が大きな争点になるので
すが、ドイツの教科書記述には、ここでお話しされた過去の記憶をめぐる論争というの
は反映されているのでしょうか？反映されているとすれば、どういう形でされているの
でしょうか？ 

リュールップ　ドイツの歴史教科書は基本的には非常に良くできています。特に第二
次世界大戦やナチ時代に関しては情報も比較的詳しく与えられていますし、歴史的あ
るいは政治的な評価という点でも適切に記述されています。ただし、教科書というのは
おしなべて歴史を短縮して記述するわけで、記載する史実を削っていくときに問題が生
じることはあります。
私は1954年にアビトゥーアを取得しました。その頃から比べると歴史の授業は変

わったと思います。当時の教科書はヴィルヘルム2世の時代で終わってしまって、第一
次世界大戦のことは扱われませんでしたが、1960年代以降、教科書は改善されました
し、1970年代には新しい世代の教員が登場して、教員もだんだん良くなってきたと思い
ます。今日では、教科書の執筆基準や教科書のテキストそれ自体に対する批判はあま
り聞きません。どういうふうな授業が行なわれているかというところは別の問題です
が、とくにナチ時代については、この問題に関心の深い教員は概して多いように思いま
す。1960、70年代に歴史を学んだ教員のなかには、ナチ時代について関心をもって勉
強した人が多いと言えるのではないかと思います。
また、ドイツには国際教科書研究所がありまして、ここではドイツといろいろな国の
教科書を批判的に比較検討しています。そもそもはフランスとドイツの活動に始まっ
て、他に最も重要なのはドイツとポーランドのプロジェクトですが、それに加えてドイ
ツとイスラエルの共同教科書委員会というのもあって、私もメンバーの一人でした。こ
うした活動を通じて、他の国の歴史家にドイツの歴史教科書を検証してもらう機会が
得られるわけです。こういうなかで、教科書の記述は年を追ってよくなってきました。
今の教科書記述はおおむね満足できるものになっていると思います。

インゲボルク・リュールップ（リュールップ夫人）　ドイツでの教科書の位置づけは、フ
ランスやアメリカ合衆国などとは異なっていると思います。ドイツの場合には、教科書
は歴史を教えるときの共通の基盤というわけではなく、授業は個々の教員の力量と特性
にかかっているところが非常に多いと思います。
私はここ一週間ほど日本にいて、日本の歴史のことを考えているのですが、私たちが
使っていた教科書には19世紀、20世紀の日本については三つの事柄しか載っていませ
んでした。1853年のペリー来航と開国のことが10行くらい、それから真珠湾攻撃とヒ
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ロシマ。それぐらいしか習わないわけです。これは日本の歴史を嫌悪しているわけで
はなくて、まさに短くしようとして削った結果です。私は現在のドイツの教科書の問題
は、政治的な方向性云々にあるわけではなくて、あまりにもドイツの歴史ばかりを教え
て他のヨーロッパの国々の歴史や世界史を教えていないことにあるのだと思います。で
は、たとえば、ヨーロッパの戦争についても教えながら、アジア太平洋戦争についても
きちんと扱っていこうとしたときにどうすればよいかと考えても、私には答えは出せま
せんが…。

質問　教科書のことについてですが、私も30年ほど前から、高校の世界史の教科書の
執筆に携わっています。日本の歴史教科書には自国の歴史と外国の歴史との二種類
あって、私は外国の歴史のほうですが、初めの10年ぐらいは文部省の検閲官との激し
いやりとり、これにずいぶん大きなエネルギーを奪われました。たとえば「侵略」という
言葉を使うと必ず訂正を命じられ、「進出」といった言葉に置き換えさせられました。
たとえば「満州事変」なんかは侵略としか言えないわけなので、それに抵抗するために
時には7時間から8時間ぐらいの議論をしたこともありました。そういったものが残念
ながら日本の国内の世論の高まりではなくて、外国、とくにアジアの隣国からの批判が
支えになって検閲の方針も変わって、侵略という言葉も自由に使えるようになったとい
うわけです。今のところ世界史に関しては、日本史のような形での検閲官との間の厳し
い緊張関係というのはなくなっています。ただ、日本の歴史教科書で私が一番悩みに
思っているのは、ドイツの教科書が非常に厚くて多くの内容をもっているのに対して、
日本の教科書が非常に薄いことです。教科書の使い方が違うわけで、ドイツの教科書
は子どもがそれを読んで自分でいろいろ考えたり、歴史を楽しむことができるような性
格の教科書ですが、日本の場合は受験用に教科書に書いてあることは全部覚えなけれ
ばいけないということから、できるだけ薄くて内容が精選されていることが歓迎され
る、売れるという状況です。その点、厚い教科書をドイツの歴史の先生はどういうふう
に使って教育を行なっているのか聞かせていただきたいと思います。

リュールップ　これは私の得意分野ではないので、周縁的な答えしかできませんけれ
ど…。妻の方がこのことは体験的に良く知っていると思います。
歴史には自国史と、他国史すなわち世界史があります。役人や政治家が関心をもつ

のはやはり自国史で、日本以外の国でも、自国史に対するコントロールは世界史よりも
強いはずです。もちろん例外はあるでしょうけれども。
ドイツの歴史教科書はそれほど厚いわけではありませんが、やはり比較的厚いです
ね。今の教科書は図版とか表といったものがたくさん載っていて、テキストはページの
半分くらいでしょうか。教科書によってかなり違いますが。
授業は、考えさせることを重視します。これは大学の講義でも言えることですけれど

も、講義やゼミでは知識の伝達は主目的ではありません。知識を伝達しようと思ったら
どんな講義を聴くより良い本を読んだ方がいいに決まっているわけです。逆に、大学教
員にできるのは、歴史的な出来事、経緯、当時のメンタリティなどについて考えさせる
ことです。そういうかたちで歴史と向き合うことは、大学生だけでなく、優秀であれば
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高校生にもできるはずです。昔は、歴史家は記憶力がよくなければならないと考えられ
ていたわけですけれども、今はちょっと違います。もちろんデータは頭のなかに入って
いなければなりませんけれども、データは調べることもできるわけですね。ですから
データを学んだら、またすぐ次のデータというのではなくて、考えることが大事です。
その意味で、ドイツの学校教育で、歴史について考えさせ、カテゴリー化させたり、評
価を下すための基準をもたせるようにしたりといった点を重視しているのは、方向性と
して正しいと思います。先ほど妻も言いましたように、フランスなど他の国で今でも歴
史的な事実をたくさん詰め込んでいるということについては、それが伝統で機能もして
いるわけですし、外から批判すべきではないでしょうが、ドイツは考えさせるというこ
とに非常に重点を置いています。
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